
平成 28 年度 鎌倉市障害者支援協議会 専門部会の活動状況（中間報告） 

 

【①権利擁護・相談支援部会】 

 

１． 経過等 

（１）部会の開催状況等 

  《第 1回部会》 6 月 29 日（水）10 時から 12 時、福祉センター福祉団体活動室で開催 

   （協議事項） 

① 部会長及び副部会長の選出 

      岸川学委員を部会長に藤井要子委員を副部会長に選出した。 

      なお、委員構成は以下のとおり（5 名） 

      ・岸川 学 部会長 ・・・ 県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科助教   

      ・藤井 要子副部会長・・・ NPO 法人地域生活サポートまいんど 

                    地域生活サポートセンターとらいむ施設長 

      ・石居 佳代子委員 ・・・ 鎌倉保健福祉事務所専門福祉司 

・國分 哲男委員  ・・・ 鎌倉市肢体不自由児者父母の会会長 

      ・鈴木 晶子委員  ・・・ 一般社団法人インクルージョンネットかながわ 

                    インクル相談室鎌倉室長 
       

② 28 年度の検討課題について 

○鎌倉市における医療と福祉の連携 

・福祉サービスと医療との連携に難しい面がある。 

・今後、医療との連携がさらに重要となってくる。 

・未診療、未診断の方を含めた精神障害者の地域生活を支えることを中心に地域 

移行・地域定着のあり方等について協議する。 

 

  《第２回部会》 9 月 20 日（火）10 時から 12 時、福祉センター福祉団体活動室で開催 

（7 月以降、鎌倉市基幹相談支援センターが事務局に参加） 

   （協議事項） 

① 医療との連携 

『精神保健福祉相談フローチャート』作成について 

・精神障害者の医療相談を中心に関係機関の連携について話し合いを進め、相談 

支援等のため地域で活用できる資料等の作成を目指す。 
 

○先行事例の検討 

・平塚市 

『精神保健福祉相談フローチャート』 

 ― 医療を中心とした精神保健福祉相談のよりよい連携のために ― 

平塚市障がい者自立支援協議会精神分科会作成 

資料４ 



      ・茅ヶ崎市 

      『精神保健福祉相談案内・相談支援フローチャート』 

  茅ヶ崎市障害福祉課、茅ヶ崎市保健福祉事務所、元町の家（相談支援事業所） 

  作成 
 

      ○鎌倉市精神保健福祉相談フロー図（素案）の検討 

       ・別紙添付資料を参照 

 

     ○全体の構成について 

       ・医療機関の情報（基本情報及びマップ等） 

       ・フロー図に示される福祉サービスに関連する情報 

       ・生活支援について他の制度へ誘導する情報 等 
   

② 臨時委員の参加 

上記資料の作成のため、第 2回部会より以下の臨時委員 4名の参加を図った。 

・石川 小太郎委員 ・・・大船すばるクリニック 精神保健福祉士  

       ・井上 富士子委員 ・・・医療法人 森と海メンタルホスピタルかまくら山 

医療連携室 精神保健福祉士 社会福祉士 

・高原 文子委員 ・・・NPO法人青い麦の会 理事長 

・中越 章乃委員 ・・・県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 助教 
  

③ その他 

○「障害者差別解消法市民講演会」10 月 5 日（水）開催について 

       ・鎌倉市基幹相談支援センターと権利擁護・相談支援部会の共催で実施する。 

 

 

 

２． 今後の進め方 

○鎌倉市精神保健福祉相談フロー図及び全体構成の検討・作成 

 今年度中のまとめを目途に進める 

 

   ○活用方法等についての検討 

 

   ○フロー図等の作成を通じて抽出された課題の整理 

    29 年度の取り組みへの継続 

 

 

 



資料４：添付資料

【相談支援第一選択機関】※必要に応じ連携
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【鎌倉保健福祉事務所保健予防課】

警察へ通報 第23条 ※１
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診察の必要なし
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・医療保護入院
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《精神科病院・診療所》

・精神科医による診察・薬物療法

・ＰＳＷによる相談

・心理カウンセリング など

通院先に

ＰＳＷがいる

※２

《鎌倉保健福祉事務所保健予防課》
・ＰＳＷ、保健師による相談

・こころの健康相談（専門医による精神疾患

の症状や治療についての予約制相談） など

《相談支援事業所》

地域生活サポートセンターとらいむ

相談支援事業所麦の穂 など
・相談支援

日常生活に必要な社会資源やサービスの

情報提供や相談

・地域活動支援センター

《鎌倉市障害者福祉課》
・各種サービスの申請・支給決定等

・ケースワーカーによる相談 など

・福祉サービスを利用したい

・経済的な悩み

・家族・人間関係の悩み

・就労について

・将来の不安

・余暇について

・子育ての悩み

・介護について など

精神科医療の継続
○定期通院・服薬

○診察・ＰＳＷによる相談

・病状や薬のこと

・入院のこと

・生活のこと

○心理カウンセリング

○デイケア・ショートケア

○外来ＯＴ

○往診・訪問看護

○入院医療

地域生活支援
○経済・福祉サービスの利用

○相談支援

・日中の過ごし方

・身の回りのこと

・働くこと

・人との付き合い

・家族との関係

・お金のこと

・余暇や生きがい

・子育て・介護・教育

○その他の地域資源

（人・場所・サービス）

＜地域での暮らしを続ける

ために必要なサービス＞

精神保健福祉情報の提供

鎌倉市 精神保健福祉相談フロー図(素案）
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【精神科救急医療情報窓口】 ☎０４５－２６1－７０７０

外来受診が必要と判断

入院治療が必要と判断

当番診療所もしくは当番病院 ※３を紹介

（ただし当日22:00までの対応）

当番病院を紹介 ※４

（ただし翌朝8:30までの対応）

＜相談内容＞ 24時間体制

平日昼間

※１ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

※２ ＰＳＷ：精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカーのこと

※３ 土曜日午後、休日に受診できる当番診療所もしくは当番病院を紹介。当番病院・診療所

は全県にわたるため、県内遠方の医療機関を紹介される可能性もある。

※４ 当番病院は、県内の大学病院及び民間指定病院。当番病院は全県にわたるため、県内

遠方の医療機関を紹介される可能性もある。また、紹介された病院までは家族等の同行

による搬送が必要。病床数が限られていることから、入院調整等により時間を要すること

もあるので留意。
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